
商品委託販売契約書
（以下甲という）を委託者とし、株式会社RECOLTZ（以下

乙という）を受託者とし、以下の通り販売委託契約を締結する。

第1条（目的）

甲は乙に対し、商品の販売を委託し、乙はこれを受託した。商品の目録は別途作成するものとする。

第2条（業務）

乙は商品の販売・代金の回収を行うものとする。

第3条（販売価格）

乙は甲の指定する販売価格により商品を販売するものとする。

第4条（手数料）

甲が乙に対して支払う販売手数料は、商品の販売価格の－％とする。

商品の販売・保管に必要な経費は乙の負担、納入・返品に必要な経費は甲の負担とする。

その他必要な費用が生じた場合には甲・乙競技の上定める。

第5条（代金の支払い）

乙は販売代金より販売手数料及び振込み手数料を差し引いた額を、甲に振込みにて支払う。

第6条（商品管理）

乙は甲から納品された商品を注意をもって管理し、委託期間終了後には速やかに返納するものとする。

第7条（畷庇）

甲は乙を通じて販売する商品に暇庇がある場合、その全てを事前に通達するものとする。

通達されていない瑞庇が認められた場合、その担保の責に応じ、直ちに代金減額又は修理並びに客先のこうむ

った損害につき賠償の責任を負う

第8条（守秘義務）

甲及び乙は本契約履行上、知り得た相手方の営業上の機密・情報を第三者に漏洩してはならない

第9条（契約期間）

本契約の有効期間は、契約日から3か月間とする。

第10条（契約の解除）

甲及び乙は、本契約の条項に違反し是正を行わない場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することが

できる。

第11条（協議）

本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、法令に従うほか、甲乙

誠意をもって協議し解決をはかるものとする。
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